
 

障害福祉サービス及び地域生活支援給付に係る事業者説明会 
 

日時：平成２０年６月２４日（火） 

午前１０時００分～午前１１時３０分 

場所：千葉市役所本庁舎８階正庁 

 

次     第 

 

Ⅰ あいさつ 

  

Ⅱ 説明 

 

１ 障害者自立支援法に係る緊急措置の概要 

 ２ 地域生活支援給付の利用者負担に係る統合上限額管理について 

 ３ 通院等介助に係る取扱いについて 

 ４ ケアホーム及びグループホーム入居者に係る居宅介護等の支給決定について 

 ５ 地域生活支援給付の国保連への審査支払事務の委託について 

 ６ 平成２０年度における指定障害福祉サービス事業者等に係る実地指導等について 

 ７ その他 

 

Ⅲ 質疑応答 

 

配布資料一覧 

 

資料１－１ 利用者負担の軽減措置について【厚生労働省資料】 

 資料１－２ 障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置に係る本市の支給決定の

取扱いについて 

 資料２   千葉市地域生活支援給付の利用者負担上限額管理事務の取扱いについて 

 資料３   平成２０年４月以降における通院等介助の取扱いについて【厚生労働省通知】 

 資料４   ケアホーム及びグループホーム入居者に係る居宅介護等の支給決定について 

 資料５   障害者自立支援給付支払等システムについて【厚生労働省資料抜粋】 

 資料６   平成２０年度指定障害福祉サービス事業者等の指導実施方針・監査方針 


